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セキュリティの運用の基本的な考え方
 セキュリティは、移動動線の制限と、運用時間との組合せで設定する予定である。

１ 移動動線の制御によるセキュリティ
 セキュリティレベルは、以下のレベルを設定する。

(1)建物入口のセキュリティ（レベル１）
(2)建物の垂直方向動線のセキュリティ（レベル２）
(3)建物内各室のセキュリティ（レベル３）

２ 運用時間によるセキュリティ
 建物の運用時間は概ね以下の時間を想定している。

(1)全館開館時 �����1ع����
(2)部分開館時 1���22ع����
(3)全館閉館時 22����ع����
(4)区場 ����23ع����

３ セキュリティ区分
 １・２の組み合ॎせによॉग़リ॔を॰ーॽンॢし、য়入制限ग़リ॔内ではカード卉卨をষअ
予定である。

４ カード配布対象予定者
 (1)厯৩（勿厯৩・厯৩・匦定ଵ৶業務厯৩・卑業者等）

(2)相談室使用者
(3)業匣ର施設匏用者
(4)その他（イベント主催者、保守業者等への貸出用）



(1)建物入口のセキュリティ（レベル１）

■建物入口セキュリティ確保の考え方
��2ع�����　場ઈ৷ৎ　ڭ��　の場合
���૦入口は、�階部分で、⋇রఙુ৷ঢ়、⋈東側入口、⋉ਧ側入口、峝⋊防災センター入口、
　　2階部分で⑤東側入口の計5か所とする。

ઈ৷ৎીവは、防災センター入口ვの峩崓ー崱嵒ー崨ー峕峲るセ崕嵍嵒崮崋ન৳をষ岮、峇のの入口は施錠する。
�2�ોਗか峳場峢の入口は、$階���入口、%防災センター入口嵣階�2�、&階���入口の計گか所とする。

ੰ錠ৎીവは、施錠する。

場ઈ৷ৎ　2�ৎ　の場合　ڮ
���ોਗか峳場峢の入口は、$階���峝%防災センター入口はଞৎੰ錠と峁、場峢のをન৳する。
この場合、防災センター入口とは別の場所で施錠箇所を設ける必要がある。

(2)建物の垂直方向動線のセキュリティ（レベル２）

■運用時間毎の垂直方向のセキュリティ確保の考え方
１ 運用時間内（全館開館時） �����1ع����
(1)運用時間内は、(2)、(3)にൕऑる場合をऌ、য়入ঽ厩とする。
。階は設厵階であるऒとऊै、ಹযのয়入ॉを制限するञめに、カード卉卨を基本とするڲ(2)
(3)ール༠1�2階は卤ঢ়厂者ಚ卻५ঌー५であるऒとऊैয়入制限する(階段(3)の1ҩ2階は施錠する。)。

２ 運用時間内（部分開館時） 1���22ع����
(1)運用時間内は、(2)、(3)にൕऑる場合をऌ、য়入ঽ厩とする。(1)運用時間内は、(2)、(3)にൕऑる場合をऌ、য়入ঽ厩とする。
(2)階段(3)はすべて施錠する。
(3)ঃ५এートセンター協業時は、�階以のಹযのয়入ॉを制限する。
����ঃ५এートセンター೬業時は、４階以のಹযのয়入ॉを制限する。

３－１ 運用時間外（全館閉館時）22����ع���� 区場運用時間�����23ع����の場合
(1)運用時間外は、下階移動は、階段２と(/9�4のみとし、カード卉卨をষअ。
(2)運用時間外は、区場移動は(/9�4、階段(2)のみとし、カード卉卨をষअ。
(3)階段(1)(3)(4)の閉鎖による閉じ込め防止として、1階のみサムターンを設ける。

(3)建物内各室のセキュリティ（レベル３）

■各室のセキュリティ確保の考え方
１ 鍵の設置区分

・ಌ室は、テンキー・カードリーダ付電気錠を設置する。
・その他、セキュリティ確保が必要な場所にカードリーダ付電気錠を設置する。

・執務室は、主入口にカードリーダ付電気錠を設置し、その他の入口に電気錠を設置する。
・会議室、倉庫等は機械式鍵を設置する。


